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１．研究の背景・目的

（１）事業の概要
当社は、明治44年に和菓子製造、販売業と

して個人創業した。その後、多くのお客様に

親しみ、愛されたことにより業容、業績拡大

となり昭和28年に「合資会社村上製菓所」の

名称で会社設立いたし今日に至っている。９

直営店の外に、熱海地方に「株式会社和菓子

村上」金沢市内に「株式会社橘屋」の関連会

社を擁した企業体として地域社会に根ざした

企業として業務革新を続けている。

平成12年には高齢従業員を含めた全従業員

が魅力ある快適で働きやすい職場づくりとの

コンセプトで福利厚生施設の改善も行ってき

た。魅力ある企業スタイルとしては従業員が

当社を去る際に「村上製菓所に心から勤めて

よかったな」と実感できることが全てにつな

がるとの認識で担当業務遂行、社員教育を含

めた能力開発を行っている。

（２）高齢者の雇用状況
平成４年12月より、60歳定年後本人が希望

した場合、希望者全員65歳迄の再雇用制度を

導入致し身分は嘱託従業員としている。その

結果、定年後の再雇用希望者は全員に近く長

年当社で培った技術、経験、伝統を若い世代

に継承して行って貰いたいと考えている。

雇用状況は下記の図表１の通りであるが、

45歳以上の中高年者は全体の60％を占めてい

て、そのうち13％が継続雇用者であり退職も

僅かでありしたがって満足できる継続雇用制

度となっている。さらに平成４年12月から、

希望者全員に対する65歳までの再雇用制度を

制定し、特に高齢従業員が継続雇用を終了し

て当社を去る際に当社で働いて本当に良かっ

たと満足できる職場環境の整備に日夜努めて

いるところである。しかしながら、近年の食

品業界、特に和菓子製造業を取り巻く環境

（食品衛生管理の徹底、洋菓子・スナック菓

子をはじめとする大量生産商品や海外生産品

等との競合）は厳しさを増す中で、生産活動

の維持等に追われ、環境変化に対応できる人

材育成の遅れ、従業員間におけるコミニュケ

ーション不足、我が国の伝統文化である和菓

子製造技能の継承などが十分でない実情の

中、高齢従業員が労働意欲を喪失することな

く働きがいや生きがいを持って就業すること

のできる職場環境にあるかどうか疑問が生じ

る状況となっている。

Ⅰ．研究の概要

図表１　合資会社村上製菓所の雇用状況
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（３）研究課題に至る背景
1980年代はバブル全盛期にあり、長く飽食

の時代が続いてきたが、1990年代にはバブル

がはじけデフレ時代が幕を開けた。10年以上

続いているデフレにより、国内で生産を続け

てきた企業は体力的に限界に達し、廃業や倒

産または大手企業に吸収合併され、多くの企

業が姿をけした。（図表３）

デフレ時代に対応するために、海外に安価

な原材料と労働力を求めて多くの日本企業が

進出したが、ＢＳＥや鳥インフルエンザの発

生により、原料及び製品の一時輸入禁止措置

がとられ、食材不足による原材料の高騰が続

いた。そのため、利益が圧迫され経営的には

かなり苦しくなった企業が多くあったものと

推察できる。また、いっせいに国内の食品企

業が国内産に原材料をシフトするため、原材

料不足が生じ、製品がつくれないため欠品に

なることもあったのではないかと考えられ

る。そのような状況の中で、産地の偽装が多

発し、多くの企業が内部告発により不正の事

実をさらされることとなった。

また、行政も企業から消費者保護を優先す

る方針を明確に打ち出し、法律もそれにあわ

せてかなりの部分で改正がなされた。もっと

も大きかったのは食品安全基本法が制定さ

れ、罰則規定がかなり強化されたことである。

また、内部告発者保護法案が国会を通過した

時点で、企業の不正を許さない姿勢を全面に

打ち出した。

このように、食品をとりまく環境が大きく

変わり、メーカーは企業規模に関係なく、よ

り安全なかつ安心できる製品の供給を求める

ようになる。図表４に示したように、食品製

造に携わる企業は99％が中小零細に分類され

ているが、その中に入る村上製菓所において

も、お客様からより安全な製品の提供を求め

られている。この認識の上に立って、村上製

菓所では和菓子製造の安全・安心システムを

構築しつつ、企業の生命線でもある和菓子製

造技術の継承と衛生管理をうまく融合させて

いくことを考慮し、研究を進めた。

図表２　合資会社村上製菓所平成16年２月現在における人員構成
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（４）研究のテーマ・目的（伝統技術ビジ
ュアル標準化）

① 食品衛生管理（微生物管理、異物混入

防止管理）について

微生物による食中毒の問題は食品事故

のもっとも気を付けなければならない問

題で、一旦食中毒を起こすと、信用は一

気に失墜し、高齢者の雇用だけで無く、

企業そのものの維持さえ難しくなること

もある。しかし、微生物に対する管理は

高度な専門性を要する面があり、各工程

での管理すべき事項について、担当者は

日々勉強しその技術を習得する必要があ

るが、体系的に学べて、かつ高齢者を意

識した分かりやすい教育ツールが無く、

現場に即した教育が十分受けられない状

況にある。

異物混入については毛髪から始まって

いくつもの種類が取り上げられているが

これらは整理整頓が徹底できていない、

といった従業員の衛生意識の低下が原因

している。環境の変化に追われ、また、

製造に追われ、所謂５Ｓ（整理、整頓、

清掃、清潔、しつけ）といったもっとも

大事な作業が実施できていないため異物

混入は減っていない。

微生物も異物も計画的な従業員教育を

通じて習得し、マニュアル化しなければ

定着させることができない。一般的な衛

生教育では特に当社の高齢従業員にとっ

て理解しにくい面もあるので、高齢者で

も理解できる内容を意識した独自の食品

衛生管理マニュアルを作成し、現場に落

とし込んでいく必要がある。

②　和菓子製造技能の標準化

和菓子の製造は古来から職人芸術的な

側面を有しており、個人の技能によると

ころが多い。そのため、昔ながらの製法

も、他の従業員に教える場合「技を盗め」

の言葉に表されるように何度も繰り返し

まねて、慣れることをあたり前としてき

た感がある。しかし、食品を取り巻く環

境変化があまりに大きいため、従来の手

法では対応しきれないようになってきて

いる。特に、文字による技能の継承が難

しいこともあり、せっかくの技能も後世

に伝えることができなくなってきている

ため、和菓子製造技能の標準化、ビジュ

アル化を図る必要がある。

③ 共同研究の実施により想定される高齢

者継続雇用に関する前進面

高齢者に分かりやすい食品衛生管理や

高齢者の保有する技能を取り組んだ作業

の標準化が行われることにより、製品の

安定した製造が可能となり品質が一定す

る。それと同時に本作業（作業標準化と

教育）を通して高齢者を中心とした従業

員間のコミニュケーションを図ることが

でき、自分たちで作り上げる職場という

意識が生まれ、働きがいや生きがいがで

てくることとなる。

また、高齢者の持つ製造ノウハウをビ

ジュアル化されたマニュアルを作成する

にあたり、衛生的な管理手法とリンクさ

せることにより、経験のない者でも即戦

力として現場作業が可能となってくるた

め、今まで、経験者のみで行われてきた

中途採用についても未経験の中高年者で

も採用の可能性が増してくると思われ

る。

（５）研究体制と活動
研究責任者である村上代表を筆頭に工場長

および各部署における責任者を内部研究員と

した。実態調査や調査結果の解析については

食品環境研究センターの研究チームが､労務

および雇用改善に関する提言は中谷労務事務

所の代表を加えた研究会のなかで共同研究を

進めた。

２．研究成果の概要

（１）食品衛生管理手法の確立
食品製造業の目的は安全な食品の提供にあ

るが、従来は製造効率または生産量に重点が

置かれ品質管理についての考えが不足してい
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た。衛生管理手法をわが社に導入するにあた

り、高齢化の問題と、伝承技術の蓄積が製品

の品質を大きく左右するという性格から、と

おり一辺倒の品質管理手法をもってきてもう

まくいくかは疑問であった。そこで、ボトム

アップ方式による現場の意見を優先した品質

管理を導入することにした。そのためには、

現状の製造工程または具体的作業内容とうま

く融合する形に管理手法を検討する必要があ

った。

食品の安全は原料の段階からお客様までを

一貫して安全に管理される必要があるが、本

研究では図表５の黄色く囲んだ段階での管理

を検討した。

図表５　品質管理適用範囲

「入荷」では原料の受入れ管理記録をとり、

「入庫」では原材料の使用量や先入れ先出し

管理できるような記録をとった。また、「加

工・包装」工程では製造マニュアルと各管理

記録を作成した。

衛生管理に関するマニュアル類は文字で説

明する従来のものを変更し、漫画などできる

だけビジュアル化してわかりやすくした。

つぎに品質管理を運営していくための仕組

みづくりについて図表６のような手順で進め

た。

図表６　品質管理運用の手順

現状調査結果に基づき、生産性や衛生状態、

品質管理についての現状を把握した。さらに

品質管理チームにて改善策を検討し、自分た

ちで実行可能な改善を順次進めていった。無

理のない計画により、管理項目は必要最低限

に集約し、確実に実施すべき事項が定着して

行われるように配慮がなされた。

（２）製造技能の継承
製造工程を詳細に調査し、一概にマニュア

ル化できない個人の技能による部分を明確に

した。所謂、伝承技能にあたる部分の記録を

ビデオ撮影しビジュアル化したものを製造マ

ニュアル的な位置づけで管理することとし

た。



［共－１５－０５］（資）村上製菓所

117

１．現状調査

（１）現状調査・分析　　
作業区分調査（清潔作業区域・準清潔作業

区域・汚染作業区域）

作業工程を調べ清潔作業区域・準清潔作業

区域および汚染作業区域のエリア分けを行っ

た。これにより、微生物または異物の交差汚

染の危害を防止するための動作および管理基

準を決めた。図表７に示した通り、明確な区

分管理ができることにより、ビジュアル的に

も危害がどのあたりにあるのかイメージしや

すくなった。

さらに、製造工程を詳細に確認し、製造工

程毎の危害分析を実施した。確認するための

記録は図表８のような項目とした。

この調査結果により準清潔作業区域および

清潔作業区域と汚染作業区域が同一の室内に

混在する状況であることが明確になり、管理

方法を検討する必要性がでてきた。

Ⅱ．研究の内容と結果

図表７　作業区域と衛生区分

図表８　危害分析表
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また、作業動線を調査したところ、図表９

に示すように間取りの関係から人の動線が固

定化されていて交差汚染が避けられない状況

②　伝統技術の標準化

現在の技術伝承はベテラン従業員が新

人担当者にある程度製造工程を説明し、

数日間一緒に作業を実施しながら指導す

る方法をとっている。しかし､このよう

な伝達方式的な技術指導法は個々人の裁

量によるところが大きいため、必ずしも

正確に技術が受け継がれているかは明確

にしにくい面がある。また､その評価方

法もまったく確立されていないことがわ

かった。

（２）問題点と改善の指針
①　衛生面での問題点　　　

衛生管理システム構築の前提となる一

般的衛生管理は、５Ｓ（整理・整頓・清

潔・清掃・しつけ）の徹底から始めなけ

れば期待する効果が得られない。そこで、

集中的に工場内の整理整頓の実施を基本

方針とした。

次に改善前の状態と改善後の状態を写

真１・２に示した。

写真１　改善前

写真２　改善後

であった。したがって、２次汚染を防止する

ための管理マニュアルが必要である。

図表９　釜場の作業動線
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写真１は改善前の和菓子作業場内の状態

で、当日の作業予定表や注文伝票などが壁に

貼り付けられている。また､事務机があるた

めに引き出しや机の上に不要物が放置される

ような状況がしばしば見受けられた。写真２

は改善後の状態で、事務机は撤去し、作業場

また、作業服の見直しも行い、単に防止や

上着を着るだけの状態から、毛髪や私服がは

みださない構造になっている作業服へ変更し

た。写真３右のように首周りまで覆う帽子に

変更するだけでも現場の抵抗は予想される

が、従業員に対して社長および品質管理チー

ムの熱心な説明で定着がはかられた。

２．食品衛生管理手法の確立

（１）衛生管理マニュアル作成による標準
化

マニュアル類の整備状況を調べたところ、

現状の作業内容をマニュアル化したものはほ

とんどなく、その作成が急務であることがわ

かった。そこで、衛生管理関するマニュアル

は作業服着方からローラーがけおよび手洗い

手順などできるだけビジュアル化されたマニ

ュアルを作成し、高齢者が文字を読まなくて

もわかりやすいようにマンガで記載したもの

を工場入り口に掲示することからはじめた。

（図表10）

これは作成者自身も衛生に対する認識が深

まるとともに、作成したマニュアルに対

する現場からの評価が得られることにより、

さらに前向きな取り組みへの動機付け

になった。

内を壁で仕切り衛生的な環境を保持する工夫

をとった。このような作業環境を作り出すこ

とにより､従業員の衛生意識が高まり、異物

混入の危険性および微生物の2次汚染の危害

を低減することに成功した。

写真３　作業服の改善

制
服
を
右
の
よ
う
に
変
更
致
し
ま
し
た
。
�
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更に、これらが適切に遵守されるよう、自

己申告制のチェック表を作成し確実に手順ど

おり手洗いおよびローラーがけが実施されて

いるか確認できるようにした。

また、トイレなどの清掃管理表を作成し、

作業場およびその周辺環境の清掃も管理でき

るような仕組みを採用し、実施している。

（２）製造マニュアルの整備と従業員教育
による管理技術レベルの向上

①　製造マニュアルの整備

製造は図表５に示した品質管理の適用

範囲において、各マニュアルを作成し手

順にしたがって製造することを目的に、

できるだけわかりやすく整備した。

原料の受入れ管理表を作成し、管理強

化を図った。（図表12・13）

また、部外者（業者または来客等）の工場

入室時にも衛生的な配慮をする必要性がある

ことから、工場入り口には目立つように帽子

着用の依頼文を貼り付けた。

図表10 ローラーがけマニュアル、ローラー使用マニュアル（１）

図表11 ローラーがけマニュアル、ローラー使用マニュアル（２）

業者のかたへ

工場内では帽子着用の徹底を

お願いします。

工場長
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製造指示書の様式は図表14に示した。

原料管理表（図表12・13）にて品種と数量

を把握し、図表14の製造指示書で当日使用し

た原材料がどの商品に使用され、生産数量が

ロス率も含めてわかるようになった。トレー

サビリティシステム（商品の履歴遡及）によ

る商品管理は、重大クレームが発生したとき

に、より迅速な対応がとれるようになる。こ

のことが、お客様の安心につながるという意

味では大変重要な改善ができたものと考えら

れる。

図表12 原料計量チェック表

図表13 原料ＮＯ確認表
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図表14 製造指示書
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②　品質管理マネジメント教育体制の整備

習得された技術（伝承技術）を駆使し

て商品を製造するにあたり、取り組むべ

き品質管理項目が適切に実施されるため

には従業員教育が欠かせない。マニュア

ルだけ作成し、手順通り実施されず、記

録が実効性を持たないようになっている

工場をみることは多い。このように品質

管理が形骸化しないようにするためにも

教育年間計画をしっかりたて、初期は外

部の講師が牽引役となり、あるべきレベ

ルまで確実に持ち上げるのは効果的であ

る。表６は村上製菓所の実情を踏まえて、

クラス別の教育プログラムを作成した。

下の図は各クラスの責任者が取り組むべ

き課題をわかりやすくまとめたものであ

る。

図表15 合資会社村上製菓所　教育プログラム

図表16 管理ピラミッド
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（３）商品知識の習得　
商品の特徴、原材料、配合割合、製造工程、

添加物などの一括表示方法、GMO、アレル

ギー表示、原産地表示などコンプライアンス

（法令順守）管理を強化していくために、商

品仕様書を作成する。

商品仕様書は製造マニュアルと非常に緊密

な関係にあるため、管理の徹底が必要となる

と同時に、担当者は内容の理解を深めるため

このシステムは主に現場管理者および経営

責任者のマネジメントに関する責任を明確に

し、そのとられるべきマネジメント（主に管

理）がなされなかった場合の処分をも明確に

している。したがって、部下の管理状態と、

なされたマネジメントの結果を徹底して評価

図表18のように製造工程を分析し、製

造工程のマニュアル化をできるだけ写真

などの図で作成しなおした。さらに、写

真や説明文だけでは技能習得が難しいよ

うな（図）はビデオ撮影で製造工程を記

録に収め、ポイントをわかりやすく音声

や文字書き込み技術を併用してたものを

マニュアルとした。

一般的な作業手順書は概ね文章中心で

作成されているが、高齢化が進み文字を

していく。

３．製造技能の継承

（１）作業標準手順書の作成
①　製造技法の分析及び標準化

の知識習得が欠かせない。

（４）マネジメント評価システムの構築
現場に対するマネジメントが不十分である

場合、現場での決め事がなし崩しになってい

ても、そのまま放置されるのを防ぐことがで

きないことが多い。そのようなリスクを回避

するために、下記図表17のマネジメントシス

テムを考案した。

図表17 マネジメントシステム

図表18 餡の製造工程
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読みこなす力が低下する高齢者に配慮し

て、作業手順書は図を変形した様式を採

用した。

図表19 作業手順書
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１．本研究の成果

（１）衛生管理
食品を取り巻く環境がグローバル化し、従

来では考えられなかったようなBSEや鳥イン

フルエンザウイルスなどの感染症問題が続発

している。また、少子高齢化による製造業で

の働き手不足問題と、ベテランと呼ばれる人

が定年退職と供に企業から技術と一緒に流出

してしまうことの損失は大きく、早急に改善

しなければならない問題であった。

今回の研究活動を通して、「食の安全・安

心の確立」と「技術の伝承方法」という課題

をいかにして達成するかを検討してきたが、

概ね当初の計画通りの成果が上げることがで

きた。従来は食中毒の防止を中心とした、微

生物的危害・物理的危害・化学的危害の安全

対策であったが、本研究ではコンプライアン

ス（法令遵守）とトレーサビリティ（履歴遡

及）を組込んだ安全対策についても①～④に

示す内容を管理手法に取り込んだ。このこと

は時代のニーズにあった内容になったと思わ

れる。

①　微生物危害防止

②　異物混入危害防止

③　コンプライアンス（法令遵守）

④　トレーサビリティ（履歴遡及）

さらに、①～④実施のために次の内容の記

録をとり対応を推進するようにした。

⑤ 適切な作業服の整備とあるべき姿のビ

ジュアル提示

⑥ 衛生管理のマニュアル（ローラー使用

手順等）の作成　　

⑦　原料受入れ記録

⑧　製造指示書作成

⑨　製造作業日報

⑩　在庫管理表作成と記録

このような管理内容の意味をしっかり理解

した上で実施するために、計画的な従業員教

育が必要となることから、管理者クラス別に

研修内容とスケジュールを作成し効果的な教

育を実施した。

（２）伝承技術
伝承技術はマニュアル製造作業を通して、

ベテラン社員と他の社員とのコミュニケーシ

ョンをとりながら検討を行ってきたことで、

問題点が明確になり、伝えるべき内容または

伝わりにくい事柄について話し合いが重ねら

れた。この点は思わぬ効果であった。

製造技術はできるだけ作業内容を平準化

し、マニュアルに落とし込むことを中心作業

としたが、紙のマニュアルだけでは伝えにく

いポイントについてはビデオによる動画マニ

ュアルを作成し、人の動きおよび音声による

説明を追加し、より微妙な作業内容まで表現

することができた。さらに、これでも伝えき

れない部分についてはコミュニケーションの

回数を増やし、補うことで概ね目的とする成

果は得ることができたのではないかと思われ

る。

２．今後の課題

研究会では主にソフトの開発を中心に行っ

てきたが、開発された手法を現場に定着させ

なければ機能しない。計画的な従業員教育を

徹底して行い、実施すべき記録や衛生的な製

造または技術の伝承を積極的に若い人へ伝え

る意思がない限り、形式的なものに終わって

しまう危険性がある。モチベーションを高め、

働き甲斐のある職場を自分たちで構築するこ

とができるようにする必要があり、そのため

に継続的な教育は欠かせない。

Ⅲ．まとめ
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